
 

保育所・学校での一貫食育を通じた金山人

づくり特区 

 

都道府県名： 
山形県 

申請主体名： 金山町 

区域の範囲： 山形県最上郡金山町の全域 

 

 

特区の概要：  当町では現在公立の保育所で独自調理による給食、公立の小

中学校５校の給食は共同調理場で調理して学校に運搬すると

いう方法をとっているが、給食に関しては町の方針である幼児

期からの一貫教育に必ずしもそぐわない面もある。こうしたこ

とから、保育所の給食を共同調理場で調理して搬入することに

より、同一メニューによる栄養と健康また食材の生産などにつ

いて一貫した教育を目指すとともに、園児・児童生徒の保護者

などが生産する地場産物の地場消費（地産地消）を進めつつ基

幹産業である農業の活性化につなげる。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・公立保育所における給食の外部搬入容認 

 

 

 

 

金山町 


